
 - 1 - 

                   平成３０年度第９回庁議提案  審議・報告・その他 

       提 出 日：平成３０年８月７日 

       担当部・課：産業部産業推進課〔内線３５４７〕 

             財務部資産税課 〔内線３１１２〕 

① 件  名 

石巻市地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

現行では、固定資産税の不均一課税を行った場合に国から地方公共団体へ減収補填が講じられて

いるが、「地域再生法」及び「地域再生法第１７条の６の地方公共団体等を定める省令」の一部が改

正され、移転型事業に限り、課税免除を行った場合も減収補填の対象に追加された。 

【目的】 

企業の地方拠点の強化及び移転を税制面から支援することにより、安定した良質な雇用創出を通

じて地方への新たな人の流れを生み出し、本地域経済の活性化を実現するもの。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

地域再生法（平成１７年法律第２４号） 

地域再生法第１７条の６の地方公共団体等を定める省令（平成２７年総務省令第７３号） 

【〔総合計画との整合性 総合計画・震災復興基本計画の位置付け：有・無〕】 

 石巻市総合計画基本計画 

  第３章 地域資源を活かして元気産業を創造するまち 

   第１節 石巻独自の技術開発や新産業を創出するまち 

１ 地域資源を活用する 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成２７年１０月２日 宮城県地域再生計画認定 

平成３０年６月 １日 地域再生法の一部を改正する法律施行 

 地域再生法第１７条の６の地方公共団体等を定める省令の一部改正 

      ６月２１日 宮城県地域再生計画変更 

⑤ 主な内容 

 １ 石巻市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除 

   地域再生法による宮城県作成の地域再生計画に基づき、東京２３区に本社を置く企業が地方活

力向上地域特定業務施設（本社機能としての事務所、研修所及び研究所）整備計画を地域再生計

画の公示日から平成３２年３月３１日までに、県から認定を受け、同計画の認定の日から２年以

内に計画に沿った建物、構築物、償却資産の特別償却設備で、合計取得価格が大企業で 

３，８００万円超、中小事業者、中小企業者及び連結法人等は１，９００万円超のものを新設し

た場合、新たに固定資産税が課税されることとなる年度以降３か年度に限り課税免除とする。 

 

２ 石巻市地方活力向上地域 

 ・都市計画法上の用途地域指定区域全域（新市街地及び須江地区産業用地を含む） 

  ・用途地域指定区域外は、ものづくり特区、愛ランド特区の復興産業集積区域等 
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⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

東京２３区からの本社機能移転により産業の振興と雇用の拡大が図られる。 

【市財政への負担】 

 ・固定資産税を課税免除した場合、初年度は免除税額の７５％、２年目５６．２５％、 

３年目３７．５％が普通地方交付税で補填される（基準財政収入額から控除される。）。 

 ・課税免除期間は３年間であり、４年目以降は通常通りの固定資産税が見込めることや、本社機能

が定着することにより将来的な経済効果が見込まれる。 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

地域再生法及び関係省令の改正に伴う条例の改正であることから、県内他市町村においても同様

の改正がなされる予定 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 平成３０年９月 市議会第３回定例会に石巻市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税

に関する条例の一部改正について提案予定（公布の日から施行） 

         石巻市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

の一部改正（公布の日から施行） 

⑨ その他 

 

 


